
坂戸市　維持管理課　道路維持係

坂戸市からの事務手続き

申請者からの事務手続き

西入間警察署からの事務手続き

※施工内容を示した図面等があると円滑な進行が可能です。

⑬確認事項への回答及び、是正対応・報告

【確認事項・是正の必要がない場合】
⑭竣工届受領（修正等がない場合、坂戸市から連絡等はありません）

道路工事施行承認の手続きについて

⑩工事の着工 （着工するときは必ず連絡してください）

⑪工事の完成 竣工届を提出

【確認事項・修正の必要がない場合】

【確認事項・修正の必要がある場合】

【確認事項・是正の必要がある場合】
⑫竣工届内容の確認および現場・書類の是正指示など

⑦ 西入間警察署より「道路使用許可書」の交付
   （「道路使用許可書」だけでは、工事の着工はできません）    （「道路使用許可書」の表紙と許可条件をコピー）

⑧「道路使用許可書」の写し（コピー）を一部提出

⑨「道路工事施行承認の承認書」の交付 （以後、工事の着工可能）
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③申請書内容の確認および修正の指示など

②「道路工事施行承認申請書」提出 （２部提出）

①「道路工事施行承認申請書」の施工内容等について事前相談

④確認事項への回答・修正書類の再提出

⑤「道路使用許可申請に係る同意書」を交付
⑥ 「道路使用許可申請書」を提出

   （市交付の「道路使用許可申請に係る同意書」を添付」）

約５営業日

再確認・再修

正ありの場合
約３営業日

通常、提出から３営業日

（詳細は警察へお問い合わせ下さい）

受領時に交付

約２営業日

約５営業日

約３営業日 再確認・再修

正ありの場合

坂戸市・西入間署で必要な日数の目安

約２営業日

申請書提出時に坂戸市より申請の処理番号をお伝えします。

申請状況の確認、書類の受取時等にご利用下さい。

※１ 申請及び完了までの手続きは、次の①～⑭の順序で進めてください。

※２ ⑨の「道路工事施行承認の承認書」が交付されるまで、工事には着工しないでください。

「道路工事施行承認の承認書」交付までは施工内容の承認について確定していません。

※３ 工事の内容に係る指示は、「道路工事施行承認の承認書」に従ってください。


